
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年３月新規中学・高校卒業予定者を対象とした求人の受付が６月２０日（月）から 

始まります。求人の取り扱いにつきましては下記「求人取扱日程表」のとおりです。 

 新規学校卒業者は、次代の産業界の担い手であるとともに、企業における基幹労働力として企

業の発展や社会の活力の維持・向上に寄与する活躍が期待されるところです。 

 ハローワークといたしましては、新規学校卒業者の就職支援について、今後とも最大限の努力

をしてまいる所存ですので、一人でも多くの新規学校卒業者がより良い職業生活に移行できます

よう、皆様方のご支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。 

 

【求人取扱日程表】 

  項 目 

 

学 校 

 

受付開始 

 

 

用 紙 

 

求人票 

  の 

 返 戻 

求人の連絡 

学校への 

提出 

生徒への 

求人内容の

公開 

 

学校訪問 

 

中 学 

6 月２０日 

からハロー

ワークへ 

中卒用 

求人票 

ハローワー

クにて受理 

確認時返戻 

7 月 1 日以降

ハローワー

クが行う 

7 月 1 日 

以降 

確認済求人

票持参で 7

月 1 日以降 

高 校 

6 月２０日 

からハロー

ワークへ 

高卒用 

求人票 

7 月 1 日 

以降返戻 

7 月 1 日以降

求人者 が 行

う 

7 月 1 日 

以降 

確認済求人

票持参で 7

月 1 日以降 

※学卒求人提出時には「青少年雇用情報シート」も併せてご提出ください。 

 

 

〈お問い合わせ〉 ハローワーク三島 求人専門援助部門 

 ＴＥＬ ０５５－９８０－１３０２ ＦＡＸ ０５５－９８７－６４４４ 

 

 

 
 

         

平成２８年 ６月号 

三島公共職業安定所   TEL 055-980-1300 

    伊東出張所   TEL 0557-37-2605 

熱海市ふるさとハローワーク   TEL 0557-82-8655 

伊豆市地域職業相談室   TEL 0558-74-3075 

平成２９年 3 月新規中学・高校卒業予定者 

対象の求人受付が始まります 



 

 

 

 平成 29 年 3 月新規学校卒業予定者を対象とした求人説明会および名刺交換会を、6 月 10

日㈮ブケ東海にて開催しました。 

当日は、企業１２３社、学校３校の皆様にお集まりいただき、厚くお礼申し上げます。 

 前述のとおり求人票の受付が間もなく始まります。募集・選考・採用にあたっては、公正なも

のとなるようお願い申し上げます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 労働保険は労災保険と雇用保険を併せたもので、その保険料は毎年４月１日から翌年３月 

３１日までの１年間を基に計算します。 

 保険料の額は全ての労働者に支払われる賃金の総額（雇用保険では被保険者に支払われる 

賃金の総額）に、その事業毎に定められた保険料率を乗じて算定します。 

 労働保険では、まず年度当初に概算で保険料を納付していただき、年度末に賃金総額が確定し 

た後、翌年度にご精算いただくという方法を採っております。 

よって、事業主の皆様には 

 ① 前年度の保険料を精算する為の確定保険料の申告と納付 

 ② 新年度の概算保険料を納付する為の申告と納付 

の手続きをお願いすることになります。 

 この一連の手続きを年度更新と呼びます。 

 今年度は、７月１１日（月）までの間に手続を終了していただきますよう、よろしく 

お願いいたします。 

 

（お問い合わせ先） 静岡労働局労働保険徴収課 ＴＥＬ ０５４－２５４－６３１６ 

三島労働基準監督署 ＴＥＬ ０５５－９８６－９１００ 

新規学卒者求人説明会を開催しました 

平成 2８年度労働保険年度更新はお済みですか 



 

 

 

 

 

 

「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」、「障害者の雇用の促進等に関する法律」において、

事業主は毎年６月１日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、管轄のハローワークを経由し

て厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。 

 報告対象となる事業所へは、5 月下旬に報告用紙が送付されております。 

 提出期限の 7 月１５日（金）までに、報告書の提出をお願いいたします。 

 ※報告対象の事業所は、三島公共職業安定所管内（伊東出張所含む）に本社を置く事業所と 

なります。 

「高年齢者雇用状況報告」 

 事業主は毎年 6 月 1 日現在における定年および継続雇用制度の状況、その他高年齢者の雇用

に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければなりません。 

  

 「障害者雇用状況報告」 

 一定規模以上の事業主は、毎年 6 月 1 日現在における身体障害者、知的障害者および精神障

害者の労働者の雇用状況を報告する義務があります。 

 雇用する常用雇用労働者数（除外率により除外すべき労働者数を控除した数）が５０人以上

の事業主が対象になります。 

 

報告書の提出対象となるにも関わらず報告書が届いていない場合や、作成にあたりご不明な 

点等ございましたら、下記問合せ先までご連絡ください。 

 

                  〈お問い合わせ先〉 ハローワーク三島 雇用指導官  

                          ＴＥＬ ０５５－９８０－１３０２ 

 

 

 

 

 

経済社会の国際化の進展に伴い、就労を目的として我が国に入国、在留する外国人は年々増加

傾向にあります。政府は、毎年６月を「外国人労働者問題啓発月間」と定め、厚生労働省・静岡

労働局・ハローワーク三島では、事業主の皆様をはじめ、広く一般の皆様にご理解とご協力をい

ただくため、集中的な周知・啓発に取り組みます。 

 

〈お問い合わせ先〉 ハローワーク三島 求人専門援助部門 

ＴＥＬ ０５５－９８０－１３０２ 

 

６月は外国人労働者問題啓発月間です 

高年齢雇用状況報告書・障害者雇用状況 

報告書の提出をお願いします 



27/4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 28/1月 2月 3月 4月

1.18      1.15      1.23      1.28    1.31    1.33    1.38    1.47    1.56    1.44      1.45      1.48      1.32      

三島 1.15      1.11      1.20      1.25    1.29    1.32    1.39    1.50    1.56    1.45      1.44      1.44      1.30      

伊東 1.31      1.34      1.32      1.41    1.39    1.37    1.35    1.38    1.55    1.42      1.50      1.60      1.39      

1.14      1.16      1.17      1.18    1.18    1.20    1.23    1.24    1.25    1.24      1.25      1.27      1.36      

1.17      1.18      1.19      1.21    1.22    1.23    1.24    1.26    1.27    1.28      1.28      1.30      1.34      

(注)静岡県・全国は季節調整値

年　月

項　目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

（注） （全数）＝（一般）＋（パート） 小数点第２位まで記載

年　月

項　目

（注） ▲は減少率、Pはポイントである。

給
付

受 給 資 格 決 定 件 数 444 267 471

91.9%1,875 977 1,869

88.4%離 職 票 交 付 枚 数 1,085 576 1,095

▲ 0.2% ▲ 0.4%

資 格 取 得 者 数 1,848 991 2,598 86.5% ▲ 28.9%

対前月

雇
用
保
険

適
　
用

被 保 険 者 数 69,929 70,054 70,200

資 格 喪 失 者 数

受 給 者 実 人 員 941

Ⅱ
　
一
　
　
　
　
　
般

新 規 求 人 数

月 間 有 効 求 人 数

Ⅲ
　
パ
ー

ト
タ
イ
ム

月 間 有 効 求 職 者 数

就 職 件 数

充 足 数

就 職 率 (26/21 × 100)

就 職 率 (17/12 × 100)

新 規 求 職 申 込 件 数

紹 介 件 数 1,595 1,995 2,071

就 職 件 数 434 558 497

月 間 有 効 求 人 数 6,345 6,886 6,242 ▲ 7.9% 1.7%

4,665 5,293 2.9% ▲ 9.4%

新 規 求 人 数 2,144 2,506 2,169 ▲ 14.4% ▲ 1.2%

増減率（差）

Ⅰ
　
全
　
　
　
　
　
数

新 規 求 職 申 込 件 数 1,405 1,262 1,589 11.3% ▲ 11.6%

月 間 有 効 求 職 者 数 4,798

静岡県

全　国

職 業 紹 介 関 係 主 要 指 標
(平成28年4月）

平成28年4月 平成28年3月 平成27年4月
対前月 対前年同月

増減率（差）

20.4%

充 足 数 380 494

1,206

1,290

1.44倍

1.60倍

824

伊 東 出 張 所

▲ 20.1% ▲ 23.0%

414

0.14P

0.15P

▲ 0.4P▲ 13.3P

1.18倍

1.15倍

1.31倍

1.99倍

1,053

3,521

▲ 12.7%

▲ 8.2%

44.2%

19..7%

▲ 22.2%

▲ 23.1%

1.37倍

265

1.48倍

19.1%

適 用 事 業 所 数

新 規 求 人 数

月 間 有 効 求 人 数

紹 介 件 数

充 足 率 (27/23 × 100)

3,036

35.6%

1,300

3,528

196

新 規 求 人 倍 率 （ 3/1 ）

有 効 求 人 倍 率 （ 4/2 ）

充 足 数

就 職 率 （ 6/1 × 100 ）

充 足 率 （ 7/3 × 100 ）

紹 介 件 数

就 職 件 数

三 島 本 所

293225

229

17.5%

184

496

1,743

3,209

1,099

1.53倍

1.32倍

1.30倍

1.39倍

30.9%

531

17.7%

874

3,055

1,122

25.7%

充 足 率 (18/14 × 100)

新 規 求 職 申 込 件 数

月 間 有 効 求 職 者 数

1,022

3,136

209 265

5,113 5,094

39.4%

平成28年 4月 平成28年

926

19.0% 20.7%

5,049

平成27年 4月

1,005

66.3%

1.6%

増減率（差）

0.4%

(平成28年4月）

3月

▲ 0.9%

▲ 5.7%

▲ 6.4%

増減率（差）

1.3%

0.3%

536

1,262

3,227

1,448

289

208

623

17.9%

1,772

907

3,015

438

1,629

705

3,358

31.3%

226

27.4%

188

38.8%

6.1%

0.6%

7.0%

▲ 15.3%

▲ 6.6%

▲ 29.6%

21.2%

▲ 13.7%

▲ 9.0%

▲ 0.46P

▲ 0.16P

▲ 0.14P

▲ 0.21P

▲ 2.0P ▲ 1.4P

▲ 17.0%

▲ 14.8%

▲ 23.2%

▲ 21.1%

▲ 26.0%

▲ 9.9P

▲ 29.0P

▲ 13.3%

▲ 1.7P

▲ 24.1%

▲ 22.1%

対前年同月

▲ 1.6%

12.7%

4.0%

▲ 20.4%

0.5%

▲ 2.1%

雇 用 保 険 関 係 主 要 指 標

0.6P

▲ 2.7P▲ 1.0P

▲ 19.7%

▲ 21.1P

18.0%

60.5%

▲ 0.9%

0.08P

有 効 求 人 倍 率 の 推 移

三島所

0.16P

▲ 13.2%

▲ 0.4P

▲ 11.1%

▲ 0.6%


